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令和７年度 丹波市学校給食献立作成検討委員会 会議要旨録 
 
■開 会  令和７年 10月９日(木) 午前 11時 30分 

■閉 会  令和７年 10月９日(木) 午後 １時 00分 

■会 場  柏原・氷上学校給食センター ２階会議室 

■出席者  小学校代表  長井 博史 委員 

中学校代表  増田  博 委員 

ＰＴＡ代表  蘆田いづみ 委員 

ＰＴＡ代表  荻野 幸広 委員 

施設長代表  前川 康幸 委員 

栄養教諭等  松下 小春 委員 

栄養教諭等  黒木 明信 委員 

栄養教諭等  藤井 晃子 委員 

栄養教諭等  奥山 恵桃 委員 

栄養教諭等  山内真理子 委員 

栄養教諭等  池田 花琳 委員 

 

■欠席者  ＰＴＡ代表  藤原 教祐 委員 

調理員代表  古寺千恵子 委員 

 

〔事務局〕 教育総務課長          足立 安司 

教育総務課学校給食係長     坂東  守 

教育総務課 主幹        吉岡めぐみ 

 

 

次第 １ 開会     

（事 務 局） 皆さんこんにちは。 

それでは定刻となりましたので、ただいまから令和７年度丹波市学校給食

献立作成検討委員会を開催させていただきたいと思います。 

本日、司会を務めさせていただきます教育総務課の足立です。どうぞよろ

しくお願いします。 

さて、この会議につきましては、公開させていただいております。傍聴人

の方をはじめ、報道機関の入室を許可しておりますので、報道機関による写

真撮影が行われる場合につきましては、ご了承いただきますようお願いいた

します。 

また、本会議の会議録を作成するに当たりまして、録音及び写真撮影をさ

せていただきますので、あわせてご了承いただきますようよろしくお願いい

たします。 

本日、青垣学校給食センターの古寺委員につきましてはご都合により欠席

の連絡をいただいております。 

次第 ２ 自己紹介     

（事 務 局） 続きまして２番目の自己紹介に入らせていただきます。 

それぞれ自己紹介をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（委 員 自己紹介） 

（事務局 自己紹介） 
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次第 ３ 正副委員長選出    

 

（事 務 局） 続きまして３番の正副委員長選出に入らせていただきたいと思います。 

献立作成検討委員会設置要綱第５条によりまして、正副委員長を選出した

いと思いますが、どのように決めさせていただいたらよろしいでしょうか。 

  

（委  員） 事務局一任 

 

（事 務 局） 事務局一任という声をいただきましたが、よろしいでしょうか。 

 

（委  員） 異議なし。 

 

（事 務 局） それでは事務局の方から、委員長に長井委員、副委員長に増田委員にお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

次第 ４ あいさつ   

（事 務 局） それではご挨拶をお願いします。 

    

（委 員 長） 失礼いたします。 

小学校の校長会の方で給食を担当しています。精一杯、努めてまいりたい

と思いますので、ご協力をよろしくお願いします。 

次第 ５ 議事     

（委 員 長） それでは私の方で進めていきたいと思います。議事に入ります。 

１、２番は関連していますので、併せて説明を事務局の方からしてもらい

ます。よろしくお願いします。 

 

（事 務 局） 私からは、（１）丹波市の学校給食についてご説明させていただきます。 

お手元の資料１をご覧ください。 

学校給食について、学校給食は教育の一環として位置付けられており、単

に栄養補給としてだけではなく、食に関する知識を学ぶ役割を持ち、子ども

たちがみんなで準備や片付けをしたり、栄養バランスのとれた食事をしたり

する中で、望ましい食習慣や社会性を養う時間にもなります。心身ともに健

やかに成長できるよう、学校給食には、学校給食法において、次の７つの目

標が定められております。 

学校給食の７つの目標の１つ目は、適切な栄養の摂取による健康の保持増

進を図ること。 

２つ目は、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生

活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

３つ目は、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協働の精神を養うこ

と。 

４つ目は、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであるということにつ

いての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与す

る態度を養うこと。 

５つ目は、食生活は食に関わる人々の様々な活動に支えられていることに

ついての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

６つ目は、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深め

ること。 

７つ目は、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くことで

す。以上、７つの目標に沿って、丹波市は学校給食を提供しております。  

次は、丹波市の学校給食事業についてです。 
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丹波市では、丹波市を大きく３つのエリアに分けて３つの学校給食センタ

ーから、市内の小学校は 20 校、中学校６校、特別支援学校１校に学校給食を

提供しております。こちらの図は、令和７年４月１日現在の丹波市の学校給

食施設の配置状況と配食校です。 

続きまして、学校給食におけるアレルギー対応についてです。 

丹波市では、学校給食における食物アレルギー対応マニュアル（令和３年

２月改定）により、アレルギー対応を実施し、より安全で安心なおいしい学

校給食を提供しています。 

アレルギー対応食の実施にあたっては、まず、医師の診断書をもとに、保

護者との面談を実施し、児童、生徒の普段の生活状況や食物アレルギー症状

などを十分に把握させていただいた上で、対応を決定しております。 

また、対応食については、毎月、学校給食に使用する食品や調味料を記載

した細かい献立表を、保護者の方に配付させてもらい、保護者が児童、生徒

が食べられない献立や食品を確認したものを、担任の先生に提出する手続き

を経て、保護者との共通の認識と判断により実施しております。 

緑色の部分がアレルギー対応申請人数で、青い折れ線グラフが児童、生徒

数になっています。年々、食物アレルギーを有する児童、生徒は増加傾向に

あるのですが、ただ、令和３年度に 20 人程度減少していますのは、対応マニ

ュアルの見直しのためです。先ほども申しましたが、令和３年の２月に改訂

されて、令和３年度４月から、キウイフルーツ、びわ、くるみを学校給食で

使用しないことが追記されたため、今までそれらがアレルギーだった子が申

請対象にならなかったことが要因だと考えています。以上、丹波市の学校給

食についてです。 

 

(委 員 長) 

 

続きまして、(２)学校給食の献立作成について説明をお願いします。 

(委    員） 令和７年度丹波市学校給食年間計画（ねらい）について私から説明させて

いただきます。 

丹波市では、この計画に沿って月ごとに計画を持って献立を作成していま

す。 それぞれの旬や産地、食文化、健康に良い食事の取り方についても学べ

るように工夫しています。 

実際、具体的な年間計画を一部紹介していきます。 

４月は新学期を迎え、新しい先生や友だちと学級作りや給食の約束への理

解を深める時期であることを配慮しています。具体的には、週初めの月曜日

に登校意欲を高めるため、カレーライスやデザートといった人気メニューを

取り入れるなど、できるだけ食べやすくて、子どもたちが学校に行きたくな

るようなメニューを取り入れています。４月の写真入りの献立例は、丹波市

の豊かな特産物に興味や関心を持てるようにしています。 

５月の献立例で示しているのは、５月後半に旬を迎えるえんどう豆を使っ

たえんどうご飯を取り入れた献立です。 児童・生徒がえんどう豆のさや剥き

体験をする機会を作るなど、体験活動を取り入れた食育を推進しています。

実際にさやむき体験をした児童の感想を紹介します。「さやの中にいっぱい

の豆が詰まっていてびっくりしました。」「プチプチという音がストレス発

散になりました。」「自分たちがむいたえんどう豆を食べるのが楽しみで

す。」「給食を作っている人が大変だと思いました。」などの意見がありま

した。 

６月の献立例で示しているのは、沖縄の味として実施している、じゅうし

いという豚肉と細切り昆布を使った沖縄県の混ぜご飯と沖縄県特産物のもず

くとパイナップルを使った献立です。中学校３年生は沖縄に修学旅行に行く

ので、給食でも沖縄の食文化を学べる機会としています。 

７月の献立例で示しているのは、献立にきゅうり、なす、ズッキーニ、ピ
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ーマン、冬瓜などの夏野菜をたくさん使って、野菜からも水分補給ができる

ような献立としています。７月の献立例には、七夕にちなんで、そうめんの

ばちを天の川に見立てたばち汁や七夕ゼリーを取り入れた献立になっていま

す。 

２学期が始まる９月は残暑が厳しい中、体育祭や運動会練習等で食欲が低

下することを考慮して、ご飯が食べやすいように、カレーライスや麻婆なす

などピリ辛の味付けの料理を取り入れています。また、冷たいデザートをつ

けて、食欲が高まる献立を実施しています。 

 10 月頃の秋になると、実りの秋を迎え、旬のさつまいもや丹波栗、丹波の

黒枝豆を取り入れて、丹波の豊かな食材を子どもたちに伝えます。新米が出

回る時期でもありますので、ご飯を中心にした和食の良さを伝える献立を実

施します。 

11 月は１日から市内でぜんざいフェアが始まることに併せて実施している

丹波大納言小豆を使ったぜんざいです。市の農林振興課と連携して、小豆を

提供してもらっています。 子どもの感想を紹介します。「丹波で小豆が有名

だったことを初めて知りました。」「ぜんざいの餅がもちもちしていて小豆

が甘くておいしかったです。」などの意見が聞かれました。 

12 月は、子どもたちがとても楽しみにしているクリスマス献立です。もみ

の木のハンバーグやクリスマスケーキを取り入れた献立です。クリスマスケ

ーキは３年程前から、卵、乳、小麦が入っていない物で、できるだけ多くの

子が食べられるものを選ぶようにしています。 

１月の献立は、お正月の行事食です。お雑煮、田作り、紅白なますなどの

新年の行事食を取り入れて、その由来を伝えています。おせち料理はどうで

すかと、子どもたちに聞くと、「家ではお正月に出たけど苦手だ」「家では

おせち料理を食べなかった」ということです。子ども達は好きではないかも

しれませんが、給食を通じて日本の伝統的な食文化を伝えていきたいと考え

ています。 

２月は節分の日を前後に実施している節分献立です。日本の行事食につい

ても給食から学んで欲しいと考えて取り入れています。 

３月は、丹波大納言小豆を使った赤飯を卒業祝い献立として実施していま

す。昔からお祝いの席で食べられる赤飯を給食でも炊いて、小学校６年生や

中学校３年生の卒業をお祝いしています。お祝いの時に食べられる伝統的な

食文化を伝えるとともに、丹波の豊かな食文化への関心を促す機会にしたい

と思っています。 

栄養教諭はこの年間計画に基づいて、丹波市の子どもたちの健やかな成長

を願って、ふるさとを愛する心を育むために、地元の食材を取り入れなが

ら、毎日の給食が楽しみとなるような魅力あるおいしい給食作りに励んでい

きたいと考えています。 

 

(委    員) 

 

 続いて、丹波市の学校給食をご覧ください。丹波市の学校給食について、

私からお話しさせていただきます。表面の１、２を中心にお話しします。  

まず初めに、1、学校給食の栄養についてお話しします。  

給食は文部科学省が作成した学校給食摂取基準を基に、１日に必要な栄養

の約３分の１を取ることを目標としています。そのうち家庭でも取りにくく

不足しがちなカルシウムを補うために、カルシウムは１日に必要な量の半

分、取りすぎの傾向にある食塩については、薄味を習慣化し、高血圧など生

活習慣病を予防するため、１日の目標量の約３分の１未満となるようになっ

ています。丹波市の健康課によりますと、丹波市は血圧が高い人が多いと聞

いています。具体的な学校給食摂取基準は裏面に記載しています。  

この中で、エネルギーとタンパク質については、毎月配布している学校給

食予定献立表に１食分を書いています。 
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次に、献立の内容についてお話しします。 

主食はご飯を中心としています。丹波市産コシヒカリを給食センターで炊

いています。白ご飯だけでなく、週に 1 回程度、炊き込みご飯や混ぜご飯も

取り入れています。変わりご飯の中でも子どもたちに人気があるのはキムチ

ご飯です。ピリ辛の味が食欲をそそるようです。作り方は市のホームページ

にも掲載しておりますので、またご覧ください。  

牛乳は、小学生も中学生も毎日 200ｍｌのひかみ牛乳が 1本付いています。 

おかずは、子どもたちの食体験を広げ、味覚の発達に役立つよう、多様な

食材を使用しています。味覚は 10 歳頃に完成すると言われ、そのためには

色々な素材の味を体験することが大切です。 味覚の発達が著しい時期に、子

どもたちの好む甘い味の食べ物や塩味の濃い食べ物だけでなく、柑橘類など

の酸っぱい味や、ゴーヤやピーマンなどの苦みのある食べ物など、多様な食

材を使用することで、色々な味を体験し、食体験を広げ、味わう楽しさを感

じて欲しいと思います。  

また、地元の農産物や旬の食材も積極的に取り入れ、季節感のある献立作

りを心がけています。 

その他にもアレルギーに配慮した献立作りを心がけています。 

例えば、ハムやベーコンなどの加工食品を選ぶ際には、乳・卵・小麦など

のアレルゲンが入っていないものを選んだり、小麦アレルギーに配慮した

り、小麦粉の代わりに米粉を使用して、アレルギーのある児童・生徒も安心

して食べられる献立になるよう心がけています。 

次に、丹波市の特色のある献立内容を紹介します。  

最初は、旬の味献立です。 10月でしたら、今日の秋野菜カレーにも入って

いるサツマイモやきのこ、10 月中旬に予定している黒豆の枝豆など、その時

期に特に美味しくなる食材や、その時期にしか採れない食材を味わえる献立

を展開しています。旬の物は味が濃く、栄養も豊富に含まれていることも伝

えています。 

２つ目は、兵庫（丹波）の味献立です。兵庫県は南北が海に接しているの

で、海の幸も山の幸も美味しい食べ物がたくさんあります。日本海で捕れる

ハタハタや淡路島の玉ネギなど兵庫県の特産物、また、黒大豆、栗、丹波大

納言小豆といった丹波市の特産物を食べて、ふるさとを愛する心を育んでほ

しいと思います。 

次は、カムカム献立です。ししゃもやれんこん、ごぼうなど、良く噛まな

いと食べられない料理を取り入れた献立です。良く噛んで食べることで、肥

満を防いだり、消化を助けたりする効果があることを伝えています。 

次は、行事食です。端午の節句やお正月、節分、桃の節句など、日本の伝

統的な行事や食文化を知る献立となっています。 

次は、コツコツ献立です。成長期である小・中学生の時期に、丈夫な骨や

歯を作るのに役立つカルシウムやビタミンＢなどが多い乳製品や小魚、海藻

類などを取り入れた献立になっています。 

次は、世界の味献立です。インドの味としてナン、韓国の味としてビビン

バ、ロシアの味としてボルシチなど、異文化を知り、国際理解につなげる献

立です。 

次は、まめまめ献立です。生活習慣病予防など、大豆製品を取り入れた献

立となっています。  

次は、月に１回実施しているお誕生日献立です。カレー、キムチご飯、唐

揚げなど、子どもたちからのリクエストが多い料理を取り入れた献立となっ

ています。 

最後は、食育の日献立です。毎月 19 日の食育の日前後に取り入れている和

食の献立です。写真は、ご飯に味噌汁、鯖の塩焼き、卯の花のメニューで

す。栄養バランスが優れた和食の良さを子どもたちに伝承したいと思いま
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す。 

このように給食を食べて、子どもたちが普段食べない食べ物、旬や食文

化、健康に良い食事の取り方を学ぶことができるように献立を工夫していま

す。裏面をご覧ください。  

３、地元農産物等の活用です。地元農産物の活用については、献立の説明

などで紹介してきたのでここでは省略しますが、丹波市の豊かな自然の恵み

や食文化を知り、地域への愛着や感謝の心につなげるため、丹波市の農産物

を積極的に使用しています。  

４、学校給食センターの衛生管理は欠かせないものです。安全で安心でき

る学校給食作りというのが給食センターの何より大切な目標で、そのための

衛生管理を日々行っています。手洗いの徹底、エプロン・器具の使い分け、

出来上がった料理の温度確認、出来上がり時間の調整などを行い、安全、安

心な給食作りに努めています。以上です。 

 

（委 員 長） 丁寧に説明いただきありがとうございました。  

それでは、説明が終わりましたので、まずご質問等あれば、お伝えいただ

けたらと思います。いかがでしょうか。 

ご意見も含めて出していただけたらと思いますが、いかがですか。 

今、丁寧に説明がありましたが、PTA の方は、保護者の立場から要望等い

かがですか。 

 

（委    員） 

 

 

 家でも給食のメニューについては良く話してくれます。特にデザートのク

レープが好きで、みんな大変楽しみにしています。私も毎日、お弁当を作っ

ているので、栄養バランスを考えた食事を考えるのは本当に大変です。階段

のところに貼ってある写真にもあるのですが、毎日栄養バランスの取れた献

立を考えてくださり感謝しています。 

 

（委 員 長） ありがとうございます。 

他にいかがですか。 

 

（委  員） 我が家は小学生が３人いますが、結構な好き嫌いがありまして、今日は苦

手なものだったからと、沈んで帰宅することもあります。 

しかし、年々通っていく中で、先ほども言われましたが、味覚の成長もあ

りまして、給食を通じて緩和されているように感じています。学年が上がる

につれて、食べられる種類も増え、苦手なものを食べている姿を見ていま

す。私たちの見えないところで、このような活動をされていることは有難い

と感じました。 

また、地域の魅力などもありつつ、子どもたちにとって楽しい献立、わく

わくするような誕生日献立など、この会に来て初めて知ることができました

ので、学校の役員会でも、アウトプットしていければと思いました。 

 

（委 員 長） ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。事務局何かありませんか。 

 

（委    員） 主食の量とかいかがですか。 

以前は週に１回のパンでしたが、パンの納入の都合でほぼ米飯給食にな

り、月に１回程度のパンの提供になりましたが、何か言われていませんか。 

 

（委    員） ２月の献立メニューにココア揚げパンとあるのですが、提供されるのです

か。 
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（委    員） 最近、揚げパンが出来ていなかったのですが、適切なサイズのパンが見つ

かりましたので、12月にきな粉揚げパンを予定しています。 

 

（委    員） 揚げパンは子どもたちからのリクエストも多いので、主食としてではな

く、デザートとして、小さい揚げパンを 12月に考えています。 

 

（委    員） 中学３年生にリクエストを聞いてくださっているようですが、最後になる

ので、我が子もみんなでリクエストしているようなので、よろしくお願いし

ます。 

 

（委 員 長） 他にご要望等はありませんか。 

 

（委  員） 揚げパンのことですが、栄養教諭の先生方は、提供したいのです。 

しかし、今まででしたらパンは市内業者より納品がありましたが、今は個

包装になったパンです。それを全部の袋を開けて、揚げパンにするには、時

間的なこととビニールが異物として混入する恐れがあるので、その点が原因

になっている状況です。その中で、提供できないかと研究されているところ

です。 

 

（委 員 長） 今日の意見も今後に活かせていただければと思います。 

他にありませんか。 

続きまして、(３)特別対応について説明をお願いします。 

 

（事 務 局） お手元の資料２をご覧ください。 

特別対応についてです。 

丹波市の現状は、食物アレルギー以外の疾患（乳糖不耐症等）や服薬の関

係により、除去対応が必要な場合は、食物アレルギー対応を準用し、特別対

応を行っています。 

申請の流れは以下のとおりです。 

添付しております様式 11及び診断書等を学校に提出して申請します。 

先日、保護者より給食の牛乳停止について、医師の診断書なしに対応でき

るよう制度の柔軟な運用についての要望がありました。 

その方は、歯科矯正のため、夜間にマウスピースをされており、鼻詰まり

が起こしやすい状況です。歯科医に相談されたところ、牛乳は鼻詰まりを起

こしやすいから控えてはどうかと打診され、牛乳停止を申出られました。 

また、丹波市の子どもの権利に関する条例の第７条に沿い、子どもたちに

は、自分の関わりのあることについて、自由に意見を言い尊重されることで

社会に関わることができるという権利主張もされています。 

 現行では、牛乳を含む完全給食の提供を原則としており、原則として医師

の診断書等の第三者的根拠を必要としています。 

 保護者の申出のとおりに、医師の診断書なしに対応できるようにしてしま

うと、例えば、嗜好の好みや肥満が心配だから牛乳が飲みたくない等、様々

な理由で申出されることがあるかもしれないと懸念しております。 

多様性が重んじられる時代において、どのような対応が適切であるか、教

育委員会では悩んでいる状況です。 

そこで、委員の皆さまには、それぞれのお立場でそれぞれのご意見をお聞

かせいただきまして、方向性を決められたらと考えております。 

協議のほど宜しくお願い致します。 

 

（委 員 長） 事務局からの説明がありましたが、質問はありませんか。 

 それぞれのお立場で、遠慮なくご意見を出していただければと思います。 
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（委  員） 保護者の方から申出があったということで、診断書は出せないけれど、病

院には通っておられるということですが、牛乳も含めて完全給食ですので、

病院に通っているなどの何らかの証明は必要ではないかと考えています。 

アレルギー対応や特別対応はマニュアルに沿って進めており、さまざまな

理由で牛乳停止が入ってきてしまうと、命にかかわるようなアレルギーで牛

乳が飲用できない子とさまざまな理由で牛乳を飲用できない子が混在してし

まうと、クラスで先生に見てもらう際に、誤飲につながらないかという懸念

があります。安全安心な学校給食を提供する場において、個々の事情に応じ

て対応していきたいとは思いますが、何かしらの証明がなければ、線引きが

難しいと思います。今まで通りの証明書は必要だと思います。 

 

（委 員 長） 様式 11 及び診断書等を学校に提出して申請するということですが、診断書

等ということは、診断書以外にもあるのですか。 

 

((事 務 局) 

 

そうですね、今回の例では、歯医者さんが言われているということで、症

状としてはアレルギーではないということでしたので、診断書は提出できな

いということも踏まえて協議した結果、教育委員会としては、何かしらの添

付書類の提出を求めました。インターネット上で医者が、「牛乳を飲用する

と鼻詰まりが起こしやすくなる」ということをアップしているものを添付し

ていただきました。 

それと、先ほども説明しましたが、「鼻詰まりがあるので牛乳を飲みたく

ない」という、子どもの権利条例による子どもが表現しているということも

重々理解して欲しいということもありました。 

 

（委 員 長） そのようなケースが、診断書等に含まれるということですか。 

 

（事 務 局） そうですね。 

 

（委 員 長） 委員が言われましたことも分かりますし、子どもの権利条例のことも配慮

すると、事務局は対応が難しいと思いますが、現実的な対応をしていただい

ているように思います。  

私は、今のような対応でよろしいかと思いますが、いかがですか。 

事務局は今対応されている方向で進めたいということですか。 

 

（事 務 局） 正直、迷っております。 

今日は、保護者の方も来られていますので、病気でもない、アレルギーで

もない方に対して、申請書の添付を現時点では求めていますが、今後もその

ようにしていくのか、子どもの権利の件も踏まえてですが、ご意見をいただ

ければと思います。 

 

((委  員) 

 

基本は、牛乳を含めての完全給食なのですね。すごく迷うのですが、我が

子も鼻詰まりがあるので牛乳はあまり好きではないし、飲ませないでおこう

と思えば、根拠資料を出して牛乳を飲まないようにすることができるという

点が気がかりなところです。少々面倒なことは、保護者にも課せるべきでは

ないでしょうか。その根拠をすることは、その方もそこまでされたというこ

とは、自分の子どもに対しても多様性だし、そのひと手間を工夫され提出さ

れたと思います。そこまでしてというボーダーラインもありますが、診断書

もその判断になるのではないかと思います。診断書は自分の子どもを守るた

めだと考えるなら、惜しむことはないかと思います。その中で、多様性とい

うことを取入れていくのならば、今の形で根拠資料は必要かと思います。た
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だ、インターネットにあがっていたら全てが通ってしまうという点は精査が

必要かと思います。例えば、有識者であるとか、ある程度ルールがあればと

思います。そこまでして出す保護者は出されるし、そこまで必要なら出さな

いという保護者もあると思います。書き方が分からない方には、先生と寄り

添いながら、書いていかれればと思います。 

 

（事 務 局） ありがとうございます。 

今回も、随分やり取りをして、子どもがこのような状態だから飲みたくな

いと表明をしているから、根拠資料は必要かと言われた中で、最終的には求

めるということで提出されました。 

 

（事 務 局） 他市の状況は、元々特別対応を行っていない市も多く、対応されていると

ころでは、給食センター側では飲用しない理由等の詳細は分かりませんが、

牛乳提供停止申出書を学校長から提出されるケースがあるようです。 

聞き取りより、丹波市と同様に模索されているところが多いように感じま

した。 

 

（委 員 長） ありがとうございました。 

他にありませんか。 

事務局いかがですか。 

 

（事 務 局） この場で決定するのは難しいですので、一度持ち帰らせていただき、先生

方と相談させていただきながら、方向性を決めさせていただきます。 

 

（委 員 長） ありがとうございました。 

今日のところはこれでよろしいですか。 

それでは議事の（３）まで終わりましたので、協議は以上で終わらせてい

ただいてもよろしいですか。 

 

（事 務 局） では、給食をセッティングするお時間をいただきたいと思います。 

 

 

次第 ６ 学校給食試食  

（委 員 長） では、皆さん手を合わせてください。いただきます。 

 

（委 員 本日の献立説明） 

 

 【試 食】 

 

（委 員 長） 給食も終わられたようですがいかがですか。 

では、閉会に移らせてもらいます。 

次第  ７ 閉会  

（副委員長）  失礼します。 

 特別対応については、診断書というものだけではなく、医師の意見書とい

うような形のものや信頼される方の第三者の意見書でも十分可能かと思いま

す。子どもの意見を聞いて欲しい方には、私たち、安全安心な給食を提供し

ている立場としては、手続きをして欲しいという形は必要と思います。  

 学校給食は、今の子どもたちがおじいちゃんやおばあちゃんになった時

に、昔の給食話ができるように促せればと思います。 
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本日はお忙しい中、献立作成検討委員会にお越しいただきまして、ありが

とうございました。 

 

 


